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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月24日(2017.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　茶を作るための組成物であって、
　繊維性の植物性製品の層と該層に担持された植物抽出物とを含み、ここで、該繊維性の
植物性製品の層が作製された後に該植物抽出物が該層に担持され、かつ、該植物抽出物が
茶を含む、
組成物。
【請求項２】
　該繊維性の植物性製品の層が異なる植物のブレンドを含み、及び／または、該植物抽出
物が異なる植物のブレンドを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　該繊維性の植物性製品の層と該植物抽出物とが同じ植物または異なる植物に由来する、
請求項１または請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　該繊維性の植物性製品の層が１種の植物に由来する繊維性の植物性製品を少なくとも７
０％含み、及び／または、該植物抽出物が１種の植物から得られる植物抽出物を少なくと
も７０％含み、そして、
　必要に応じて、該繊維性の植物性製品の少なくとも７０％及び該植物抽出物の少なくと
も７０％が茶に由来する、
請求項１～３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　該シート状の製品が繊維ウェブである、請求項１～４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　該繊維ウェブが茶または香草の繊維を約５％～約１００％（ｗ／ｗ）含み、及び／また
は、
　該繊維ウェブがセルロース繊維および／または合成繊維をさらに含み、及び／または、
　該繊維ウェブが茶の繊維とセルロース繊維とを４０：６０（ｗ／ｗ）、６０：４０（ｗ
／ｗ）、または８０：２０（ｗ／ｗ）の割合で含む、
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請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の組成物を含む、カップ、マグカップ、椀、スキッ
トル、ポット、瓶、ストローまたはチューブ。
【請求項８】
　該組成物を該カップ、マグカップ、椀、スキットル、ポット、瓶、ストローまたはチュ
ーブの状態にすること、または、成形すること、によって得られ、
　好ましくは、該カップ、マグカップ、椀、スキットル、ポット、瓶、ストローまたはチ
ューブの内面が該植物抽出物で含浸されている、または、該組成物が該カップ、マグカッ
プ、椀、スキットル、ポット、または瓶の内側の被膜または内層を形成する、
請求項７に記載のカップ、マグカップ、椀、スキットル、ポット、瓶、ストローまたはチ
ューブ。
【請求項９】
　茶を作るための組成物を製造するための方法であって、該組成物は繊維性の植物性製品
の層と、該層に担持された植物抽出物とを含み、該方法は、
ａ）少なくとも１種の植物の要素を溶媒で抽出する工程と、
ｂ）可溶部分（植物抽出物）を不溶部分（固形植物粒子）から分離する工程と、
ｃ）必要に応じて該不溶部分を叩解する工程と、
ｄ）該不溶部分からシート状の製品を作製する工程と、
ｅ）必要に応じて該可溶部分を濃縮する工程と、
ｆ）工程ｂ）で得た可溶部分または工程ｅ）で得た濃縮した可溶部分を、工程ｄ）で作製
したシートに担持する工程と、
ｇ）工程ｆ）で得た製品を乾燥させて、飲料を作るための組成物を得る工程と、
を含み、
該植物抽出物が茶を含む、方法。
【請求項１０】
　該抽出工程が植物のブレンドの要素を用いて実行される、または、該抽出工程が１種の
植物の要素を用いて実行される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　該植物の不溶部分が、該シートを作製する前に少なくとも１種のさらなる植物の不溶部
分と混合される、及び／または、
　工程ｂ）で得た該可溶部分または工程ｅ）で得た濃縮した可溶部分が、該可溶部分また
は該濃縮された可溶部分を該シートに担持させる前に少なくとも１種のさらなる植物の可
溶部分または濃縮した可溶部分と混合される、
請求項９または請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　工程ｂ）で得た該可溶部分または工程ｅ）で得た濃縮した可溶部分を工程ｄ）で得た該
シートに担持させる前に、該可溶部分（植物抽出物）および／または該不溶部分（固体植
物粒子）に対して成分の添加または除去を行う工程をさらに含む、請求項９～１１のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　工程ｇ）で得た該組成物がさらに切断または破砕されて小さな規則的または不規則な形
状になるか、該組成物がシート状、葉状、棒状、帯状、カップ、マグカップ、椀、スキッ
トル、ポット、瓶、ストローまたはチューブ、ディスクまたはシートなどの形状、寸法お
よび形式になるよう成形される、請求項９～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　該シート状の製品が繊維ウェブである、請求項９～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　該繊維ウェブが茶または香草の繊維を約５％～約１００％（ｗ／ｗ）含む、及び／また
は、
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　該繊維ウェブがセルロース繊維および／または合成繊維をさらに含む、及び／または、
　該繊維ウェブが茶の繊維とセルロース繊維とを４０：６０（ｗ／ｗ）、６０：４０（ｗ
／ｗ）、または８０：２０（ｗ／ｗ）の割合で含む、
請求項１４に記載の方法。
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